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組長さんへのお願い
組長さんにお願いする項目（役目）を下記しますので、ご確認をお願いします。
なかでも（１）と（２）は、とても重要と考えています。

組長会は（原則）毎月第１土曜日の１１時から「荏田南自治会館」で開催します。
（開催日時を変更する場合は事前に「自治会ニュース」などでお知らせします。）
組長会では、役員からのお知らせ内容や組長さんからの意見・要望などを話し合います。
これら、話し合った内容を、その後の活動に反映していきます。

（１）組長会への出席

5月に担当組内の自治会費の集金をお願いします。
集金方法などについては、5月の組長会で説明します。

（２）自治会費の集金

・「自治会ニュース」「県・市・区からの広報誌」など各戸配布物を各戸投函してください。
・「学校からの広報」「各種お知らせ」など各組内回覧物を回覧してください。

（３）広報誌など配布物の各戸投函と組内回覧

集金方法などについては、11月の組長会で説明します。
（４）年末たすけあい募金の担当組内への呼びかけと回収

別紙「年度事業計画」でご案内している各種自治会活動にご協力・ご参加ください。
（ご都合を合わせていただき、可能な範囲でご協力・ご参加をお願いします。）

（５）自治会活動への参加・協力

毎年４月に開催予定の「自治会総会」に出席し、代議員として議決権行使をお願いします。
（６）総会への出席

担当組内へ引っ越してこられた新規転入世帯が有りましたらお知らせください。
自治会の紹介と入会案内を行います。

（７）新規転入世帯の情報連絡

①ごみネットの補助金（上限金額３千円）について
　ご近所同士で管理している「ごみネット」の新規購入・更新代金に補助を行っています。

★自治会では安全安心で住みやすい荏田南４丁目の環境づくりを考え続けていきます。
★組長の皆さまのお力添えを、この一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

②組長さんへの謝礼について
　任期終わりの３月に、自治会から心許りのお礼をさせていただきます。

（８）その他

em4jitikai@gmail.com
◎メール ◎電話　スマホ・パソコンから 固定・スマホから

西村自治会会長直通070-8945-3590
★自治会専用メールアドレス ★自治会専用電話番号
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